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交付対象事業の名称 事業概要 実施額 事業始期 事業終期 事業実績 事業の効果

1 単
電力・ガス・食料品等価格高騰重
点支援給付金給付事業

コロナ禍において物価高が続く中で、特にその影響が大きい
対象世帯に対し給付金を支給する。

43,483 R5.6.19 R6.1.16
令和５年度住民税非課税世帯に対し、１世帯当
たり３万円を支給
支給件数：1,345件

給付金を支給することにより、コロナ禍における物価高騰の
負担を軽減することができた。

2 単
神川町子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業

コロナ禍において物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、
給付金を支給する。

57,374 R5.6.16 R6.3.31
18歳以下の児童１名に対し３万５千円を支給
支給件数：1,614件

給付金を支給することにより、コロナ禍における物価高騰の
負担を軽減することができた。

3 単
電力・ガス・食料品等価格高騰重
点支援給付金（追加支援分）給付
事業

物価高が続く中で、特にその影響が大きい対象世帯に対し給
付金を支給する。

99,550 R5.12.15 R6.5.23
令和５年度住民税非課税世帯に対し、１世帯当
たり７万円を支給
支給件数：1,381件

給付金を支給することにより、物価高が続く状況における家
計の負担を軽減することができた。

4 単
住民税均等割のみ課税世帯への給
付金給付事業

物価高が続く中で、特にその影響が大きい対象世帯に対し給
付金を支給する。

30,571 R6.2.15 R6.12.27
令和５年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、
１世帯当たり１０万円を支給
支給件数：221件

給付金を支給することにより、物価高が続く状況における家
計の負担を軽減することができた。

5 単
低所得者の子育て世帯への加算給
付金給付事業

物価高が続く中で、特にその影響が大きい対象世帯に対し給
付金を支給する。

9,213 R6.2.15 R6.9.4

住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に扶
養されている18歳以下のこども１人当たり５万
円を支給
支給件数：1,600件

給付金を支給することにより、物価高が続く状況における家
計の負担を軽減することができた。

6 単 水道料金基本料減免事業
物価高に対する支援策として、水道の基本料金を２か月分免
除する。

15,067 R5.12.15 R6.3.26
公共施設を除く水道契約の基本料金を２か月分
を減免
減免件数：5,660件

水道力金の減免を実施することにより、物価高が続く状況に
おける家計の負担を軽減することができた。

7 単
子育て世帯への臨時特別給付金
（追加給付分）

物価高が続く中で、特にその影響が大きい対象世帯に対し給
付金を支給する。

16,769 R5.12.15 R6.5.15 18歳以下のこども１人当たり１万円を支給
給付金を支給することにより、物価高が続く状況における家
計の負担を軽減することができた。

8 補 学校保健特別対策事業費補助金
コロナ禍の小・中学校における、子ども達の学習環境整備に
係る経費を支援する。

1,621 R5.6.21 R5.12.28
新型コロナウイルス感染症対策として、空気清
浄機・扇風機の購入、網戸の設置を実施

感染防止対策を行いながら学校を運営するために必要となる
物品の購入費等を補助することにより、円滑に教育活動を継
続することができた。
（学校閉鎖等の大規模な感染拡大０件）

地方創成臨時交付金事業　効果検証（令和５年度実施計画計上分）


